
労働者派遣法第23条5項に基づく公開情報

●対象期間：2025年3月1日～2025年6月30日

●派遣労働者の数は2025年6月1日付派遣労働者数

26

16

37,332

25,581

31.5%

■マージン率に関する事項

マージンには派遣社員の社会保険料会社負担分、事務担当者の人件費、 営業担当者の人件費、

オフィス賃借料、募集費用、教育訓練費などが含まれており、

 これらをすべて差し引いた金額が当社の営業利益になります。

■労使協定を締結しているか否かの別

労使協定を締結しております

 労働者の範囲（システムエンジニア、プログラマー他）

■労使協定の有効期間の終期

2026年3月31日

■福利厚生に関する事項（適用対象者のみ）

社会保険加入、定期健康診断、慶弔見舞金、入学祝金、出産祝金 

育児休暇、介護休暇、アニバーサリー休暇、インフルエンザ等の予防接種

■キャリア形成支援製制度に関する事項

教育訓練内容 訓練方法 賃金支給 訓練費用

入社時研修 OFF-JT 有 無

セキュリティ研修 OFF-JT 有 無

キャリアコンサルティング相談窓口

 管理本部へご相談ください

新規採用者（全て）

雇入れ時

半年ごと

2025/6/30

2025年6月1日 派遣労働者数

2025年6月1日 派遣先事業数

2025年度 労働者派遣に関する料金の平均額（8時間） 

2025年度 派遣労働者の賃金の平均額（8時間）  

2025年度 マージン率平均


